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患者のための薬局ビジョン実現に
向けた日本薬剤師会の取組み

日本薬剤師会 常務理事 吉⽥⼒久
平成３０年度

かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会
平成３１年２⽉１日（⾦）

中央合同庁舎5号館（厚⽣労働省）講堂
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Ⅰ かかりつけ薬剤師・薬局の推進を図るための各種対策
・患者のための薬局ビジョン推進事業について

・薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業の実施
・医薬分業対策に係る会員一斉行動の実施
・指導者の育成・支援

Ⅱ 医薬分業の質的向上を図るための各種対策
Ⅲ 「薬と健康の週間」への対応
Ⅳ セルフメディケーションへの支援
Ⅴ 医療ＩＣＴ化に対応した活動
Ⅵ 地域包括ケアシステムを踏まえた地域医療、介護、保

健等の提供体制への取り組みの推進
・医療計画等各種計画、地域医療提供体制等への参加・連携促進
・多職種連携（薬薬連携を含む）の推進
・在宅医療の推進のための各種事業及び調査・研究
・健康サポート薬局の推進
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平成27年10月23日 厚生労働省

「患者のための薬局ビジョン」

薬局のあるべき姿
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医薬分業対策委員会

地域医療・保健委員会

一般用医薬品等委員会

「患者のための薬局ビジョン」実現に
向けた担当者合同全国会議

「かかりつけ薬剤師・薬局」の早期実現を図るべく、各委
員会が取り扱う課題や活動・考え方・方向性を共有し、都
道府県薬剤師会の垣根を越えた意⾒交換・情報共有の場を
提供することで、得た情報を持ち帰り、今後の地域での取
り組みや課題解決に活用されることを目的として開催

「患者のための薬局ビジョン」実現に向けた担当者合同会議
（三委員会合同全国会議）の開催 平成29年11月6日
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平成29年度厚⽣労働省予算

薬剤師生涯教育推進事業により実施

４７都道府県の病院薬剤師会と薬剤師会及び一般公募の薬
剤師で、 ２⽇間に渡り、座学とＳＧＤを⾏い、プロダクト
作成後、都道府県薬剤師会での研修計画案を作成

次世代指導者育成を目的に開催し、チーム医療をテーマに、
医薬分業を取り巻く現状を踏まえ、地域における災害発生
時の薬剤師の役割や検査値の把握、薬物動態学・薬⼒学を
踏まえ、ポリファーマシー対策について協議 平成30年2月11・12日
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平成30年度厚⽣労働省予算

薬剤師生涯教育推進事業により実施

○日本薬剤師会の事業実施計画
薬局ビジョンの実現に向け、薬剤師が対人業務に関して、その職能が持つ専門性等を

発揮し、かかりつけ薬剤師としての役割を果たすために必要な研修機会を提供する。そ
れには、各団体・学会が共通して指標とできる研修項目等の提示や、全国でその研修を
実施できる体制整備が必要。
そのため日本薬剤師会は、都道府県薬剤師会と連携して次を実施する。

① 研修シラバスの作成及び研修資材、プログラム、研修実施計画例の作成
② 指導者研修会の実施

③ 薬剤師に対する研修の実施 (都道府県薬剤師会等における事業成果の活用）

○厚⽣労働省薬剤師⽣涯教育推進事業実施要項
医療技術の⾼度化・専⾨分化が進展する中、より良い医療を患者に提供するには、

薬剤師の機能強化・専門性向上に資するために必要な知識及び技能を習得させる等の
生涯教育が重要

平成30年度 薬局ビジョン実現に向けた
薬剤師のかかりつけ機能強化事業
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「患者のための薬局ビジョン」の実現に向けた、薬剤師のかかりつけ機能の強化及び
専⾨性の向上に資する知識・技能の習得、能⼒の維持・向上

【参考】患者のための薬局ビジョン（抜粋）
（６）かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて
薬剤師が、こうした対⼈業務に関する専⾨性やコミュニケーション能⼒を向上させ、かかりつけ薬剤師としての役割を
果たせるよう、医薬関係団体や学会等が連携をしながら、必要な研修の機会を積極的に提供することが求められる。ま
た、医療機関において、薬局薬剤師が研修を受ける機会が提供されることも重要である。

日本薬剤師会

・研修方針の策定
（研修シラバス、研修に⽤いる資材、地域における研修計画例等を作成・公表）
・都道府県薬剤師会における研修実施のための指導者研修会の実施

都道府県薬剤師会

・研修の実施（自県の研修計画に組み入れて実施）

〜薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業〜
患者本位の医薬分業の実現に向けて

薬剤師に関わる
他団体・学会等
においても活用

公表

薬剤師のかかりつけ機能の強化、専門性の向上

事業構想事業構想

シラバス作成

指導者研修会

都道府県
薬剤師会での
研修の実施

（自県の研修計画に反映）

薬物動
態学・
薬⼒学

薬物動
態学・
薬⼒学

検査値
の把握
検査値
の把握

薬学的
観察
薬学的
観察

薬学的
知⾒に
基づく
記録

薬学的
知⾒に
基づく
記録

AMR
対策
AMR
対策

30年度
2018

29年度
2017

30年度
2018

31年度
2019

32年度
2020

災害時
対応
災害時
対応

30年度
2018

31年度
2019

32年度
2020

33年度
2021

31年度
2019

32年度
2020

33年度
2021

34年度
2022

注︓都道府県薬剤師会でのスケジュールは理想的な例⽰であり、都道府県薬剤師会の実情に応じて実施。

or or or or

社会状況や政策的背景
への理解、薬剤師に求
められる資質 等、地
域の指導的⽴場を担う
者を養成する観点から
の研修内容

＋指導者育成プログラム
（毎年度）

シラバスの項目数はイメージ

都道府県薬剤師会における研修展開イメージ

2025年に向けて
研修を計画・実施

＊医療関係者研修等補助⾦（薬剤師⽣涯教育推進事業費）を活⽤

文献評価、
情報・デー
タ活用

エビデ
ンスの
創出

エビデ
ンスの
創出



5

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 9

各団体・学会等と連携して、薬剤師がかかりつけ機能を強化しその能力を
維持・向上するための研修項目を立て、地域における研修実施の指標とな
る研修シラバスを作成する。本年度はその中から項目を選択して、研修プロ
グラム及び研修に用いる資材等を作成・公表する。

研修は、地域の実情に応じて実施することを基本とし、本事業において地
域における実施計画の例を検討・作成する（１年に数項目、複数年（３年程
度）ですべての内容を学べるような研修計画例を想定）。
また、本会が昨年実施した「平成29 年度薬剤師生涯教育推進事業」で取り

組んだ研修内容（地域医療体制、災害時対応、チーム医療の実践（ポリ
ファーマシー対策等））についても、本年度事業で検討・作成するシラバス等
に反映させる。

なお研修項目の検討にあたっては、他の研修との関連も踏まえつつ検討
する。

① 研修シラバスの作成及び研修資材、プログラム、研修実施
計画例の作成

平成30年度 薬局ビジョン実現に向けた
薬剤師のかかりつけ機能強化事業
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平成30年度 薬局ビジョン実現に向けた
薬剤師のかかりつけ機能強化事業

①で作成した研修シラバス及び研修プログラムを踏まえて、地
域における研修の実施に向けた指導者研修会を開催する。

指導者研修会は、地域における研修の企画実行を担う指導
的立場の者としての資質向上や研修方略の習得等を図るとと
もに、地域における研修において到達目標とする知識・技能レ
ベルの共有等を目的として開催する（１年に数項目を想定）。

② 指導者研修会の実施
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本事業の成果を踏まえ、都道府県薬剤師会等において、本事
業で作成した研修シラバス及びプログラムを各都道府県薬剤
師会等の研修計画に反映し、薬剤師への研修を実施していく。

③ 薬剤師に対する研修の実施（都道府県薬剤師会等における
事業成果の活用）

平成30年度 薬局ビジョン実現に向けた
薬剤師のかかりつけ機能強化事業

<日薬役員>
◎豊見
○吉田、島田、宮崎、崔

<外部委員>
鹿村 恵明（東京理科大）
桒原 健（日本病院薬剤師会）

<日薬役員>
◎豊見
○吉田、宮崎

<外部委員>
桒原 健（日本病院薬剤師会）
早川 達（北海道科学大）
山本 雄一郎（有限会社アップル薬局）

WG1
（薬物療法）

<日薬役員>
◎宮崎
○亀井、吉田、高松、鵜飼

<外部委員>
早川 達（北海道科学大）
大谷 壽一（日本病院薬剤師会）
山田 清文（日本医療薬学会）

日薬 各委員会より人選
〈分業対策〉山田 武志、村杉 紀明
〈DI・医療安全・DEM〉高橋 良徳、佐藤 嗣道
〈生涯学習〉山本 晃之、伊東 弘樹

WG

<日薬役員>
◎宮崎
○崔、○亀井

<外部委員>
山本 康次郎（群馬大学大学院医学系研究科）
飯嶋 久志（千葉県薬剤師会）
竹内 尚子（トライアドジャパン株式会社）
出石 啓治（日本医療薬学会）

WG2
（研究計画）

2019.1 時点

オブザーバ：
厚生労働省
医薬・生活衛生局総務課

実施委員会

副会長 〈分業対策〉◎田尻、〈生涯学習〉○乾
常務理事〈分業対策〉吉田、○豊見

〈DI・医療安全・DEM〉島田 〈生涯学習〉◎宮﨑、亀井

評価委員会

指導者研修委員会 シラバス作成委員会
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薬剤師のかかりつけ機能強化研修

Ⅱ．医療薬学的知識と技能

地域医療の質向上（健康状態・満⾜度・経済性の改善）

薬物療法の連続性
薬物療法の個別最適化

公衆衛生・災害対策

健康生活の推進
セルフケア支援

かかりつけ薬剤師・薬局機能の発揮

処方内容チェック
患者の状況に応じた服薬指導
副作用モニタリング・フィードバック
患者の⽣活像を踏まえた適切な処⽅医との連携
（服薬設計・処方提案）
多剤投薬の解消

⼊退院時の医療機関との連携
在宅医療を含めた継続的薬学的管理指導
終末期における薬学的管理指導

フレイル対策
認知症患者の支援
セルフケアの支援

感染対策 災害時対応

1. 薬理学
2. 製剤学
3. 薬物動態学・薬⼒学
4. 小児、高齢者、妊婦・授乳婦

13. セルフケア支援
14. 文献評価、医薬品情報の活用
15. 統計データの理解と活⽤
16. 薬学的知⾒に基づく記録

Ⅲ．疾病特性に基づく薬学的管理・指導の知識と技能
1. 循環器系
2. 消化器系
3. 内分泌系

4. 泌尿器系
5. 生殖器系
6. 呼吸器系

Ⅰ．倫理・社会資源の活⽤

AMR対策
他職種・他施設との連携

研
修
シ
ラ
バ
ス

目指すアウトカム

※赤字は、かかりつけ機能
⿊字は、具体的役割の例⽰

発揮するための資質向上カリキュラム

10. 免疫系
11. 悪性腫瘍
12. 感染症

7. 精神・神経系
8. 皮膚・感覚器系
9. 骨格・筋肉系

9. ハイリスク薬
10. 生薬・漢方薬
11. 感染対策
12. 栄養管理

29（2017）年度 次世代研修会
30（2018）年度 次世代研修会

5. 検査値の把握
6. 薬学的観察・評価
7. 薬物療法の提案と実践
8. 副作用対策

1. かかりつけ薬剤師の倫理 2. 患者安全 3. 医療・福祉の仕組み 4. カウンセリングスキル 5.エビデンスの創出
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• 薬局数 59,138薬局（平成29年末）

• 薬局に従事する薬剤師 172,142人（平成28年度末）

• 薬局／人口10万人 46.7薬局（平成29年度末）

• 訪問薬剤管理指導届出 49,387薬局（83％）（平成28年7月）

• 在宅業務実施薬局数 （平成28年度末）

医療保険 5,863薬局（10％）

介護保険 19,737薬局（33％）

医薬分業対策委員会

既存の地域薬局が機能することが重要
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各年度末現在

都道府県

平成29年度（FY2017） 平成28年度（FY2016）

薬 局 数

無薬局
町 村

薬 局 数

無薬局
町 村総 数

開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

総 数
開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

全国 59138 4834 54304 168 58678 5124 53554 145
北海道 2344 124 2220 26 2350 103 2247 26
青森 608 38 570 27 607 37 570 5

岩手 594 36 558 - 583 40 543 -
宮城 1148 59 1089 1 1142 54 1088 1
秋田 536 43 493 2 533 41 492 2
山形 580 30 550 3 579 31 548 3
福島 894 69 825 11 895 70 825 12

薬局数・無薬局町村数（都道府県別）

衛生行政報告例より

各年度末現在

都道府県

平成29年度（FY2017） 平成28年度（FY2016）

薬 局 数

無薬局
町 村

薬 局 数

無薬局
町 村総 数

開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

総 数
開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

茨城 1290 127 1163 1 1274 135 1139 1

栃木 877 57 820 - 866 59 807 -

群馬 891 60 831 4 887 67 820 4

埼玉 2829 175 2654 1 2797 188 2609 1

千葉 2429 154 2275 - 2374 161 2213 -

東京 6646 357 6289 7 6604 396 6208 6

神奈川 3836 200 3636 1 3825 211 3614 1

新潟 1135 65 1070 2 1131 70 1061 2

富山 445 46 399 1 440 45 395 1

石川 526 65 461 - 514 72 442 -

福井 291 37 254 1 286 42 244 1

山梨 453 78 375 3 443 75 368 4

長野 966 75 891 14 951 78 873 14

岐阜 1021 147 874 2 1018 145 873 2

静岡 1813 174 1639 - 1817 183 1634 -

愛知 3321 399 2922 2 3278 401 2877 2

三重 812 94 718 - 800 99 701 -

滋賀 597 58 539 1 586 61 525 1

京都 1091 139 952 2 1 026 147 879 3

大阪 4092 529 3563 1 4 046 597 3 449 1

衛生行政報告例より
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各年度末現在

都道府県

平成29年度（FY2017） 平成28年度（FY2016）

薬 局 数

無薬局
町 村

薬 局 数

無薬局
町 村総 数

開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

総 数
開設者が自
ら管理してい

る薬局

開設者が自
ら管理してい
ない薬局

兵庫 2632 197 2435 - 2591 202 2389 -

奈良 541 68 473 12 530 81 449 12

和歌山 488 122 366 3 487 137 350 3

鳥取 276 20 256 - 273 22 251 -

島根 331 12 319 5 325 12 313 2

岡山 830 63 767 3 838 71 767 3

広島 1613 137 1476 - 1618 139 1479 -

山口 810 68 742 - 815 71 744 -

徳島 390 41 349 1 392 48 344 1

香川 530 40 490 - 534 41 493 -

愛媛 598 42 556 - 586 43 543 -

高知 399 62 337 5 399 72 327 5

福岡 2891 183 2708 1 2901 209 2692 1

佐賀 524 32 492 - 536 37 499 -

長崎 737 56 681 1 744 69 675 1

熊本 844 29 815 5 835 24 811 5

大分 572 37 535 1 559 40 519 1

宮崎 595 45 550 2 595 55 540 2

鹿児島 901 54 847 4 897 51 846 5

沖縄 571 91 480 12 571 92 479 11

衛生行政報告例より
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来局者向け資材 （平成30年度 薬と健康の週間）

ポスター チラシ（表裏）
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「かかりつけ薬剤師・薬局」PR特設サイト

 地域住⺠向けにかかりつけ薬剤
師・薬局に特化した情報を提供
している特設サイトです。

 これまでリーフレットや新聞で
の記事広告等による「かかりつ
け薬剤師・薬局」の啓発活動を
⾏ってきましたが、「かかりつ
け薬剤師・薬局」に特化した情
報を集約、蓄積し、患者・生活
者からの認知をさらに高める目
的で本サイトを開設しました。

 順次コンテンツを追加していま
す。

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 20

「かかりつけ薬剤師・お薬手帳」の啓発のための
都営３線/小田急線/東京モノレールへのつり革広告

 かかりつけ薬剤師やお薬手帳に関
する継続的な広報活動を⾏うため
に、年間を通して掲出される都営
３線、⼤江⼾線のつり⾰広告を平
成28年４⽉から実施しています。

 掲出エリアで「かかりつけ薬剤
師・薬局」特設サイトのアクセス
数が伸びるなど一定の成果を得て
おり、今後も継続予定です。

 平成31年度は、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を前に旅
⾏客等の利⽤者が増えることが予
想される「東京モノレール」への
出稿を追加します。

都営３線/小田急線

東京モノレール
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 新聞購読者よりも少し若い世代に情報を届けるために、新幹線⾞載誌「Wedge」に記事広告に
掲載しました（平成30年3月号）。3年間の契約で⽇薬のオフィシャルWebサイトでも公開して
います。

 雑誌の記事広告は、全国紙ほどの媒体費がかからないこと、新聞よりもデザイン性の高い誌面
構成で読者の興味を引けることなどがメリットと考えています。

 現在、平成31年4月号への掲載を目指して、第2弾の出稿を予定しています。

新幹線車載誌「Wedge」への記事広告掲載

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 22

地域医療・保健委員会

地域包括ケアシステムの実現へ向けて

・在宅アクションプランの更なる活⽤と実践
・服薬支援マニュアル改訂版の作成
・地域包括ケアへの参画
⇒地域包括支援センタ―毎の担当者（コーディネーター）設定・育成等
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(1) 関係機関※とあらかじめ連携体制を構築
※ 医療機関、地域包括⽀援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、市町村保
健センターその他の⾏政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等

(2) 人員配置・運営
① 相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
② 平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
③ 地域住⺠の健康の維持・増進を具体的に支援※

※薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発⾒、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室、管理
栄養士と連携した栄養相談会など

(3) 医薬品等の取扱い・設備
① 要指導医薬品等、衛⽣材料等を適切に選択できるような供給機能や

助言の体制
② プライバシーに配慮した相談窓口を設置
③ 健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示

健康サポート薬局の基準（主なもの）健康サポート薬局の基準（主なもの）
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かかりつけ薬剤師・薬局のＫＰＩ

「患者のための薬局ビジョン」におけるかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤
師を配置している薬局数として設定された指標

服薬情報の一元的・継続的把握

患者の服薬情報の一元的・継続的把握のために、電子版お薬手帳
又は電子薬歴システム等、ICT を導入している薬局数
患者の服薬情報の一元的・継続的把握のために、電子版お薬手帳
又は電子薬歴システム等、ICT を導入している薬局数

24時間対応・在宅対応

在宅業務を実施した薬局数（過去１年間に平均月１回以上）在宅業務を実施した薬局数（過去１年間に平均月１回以上）

医療機関等との連携

健康サポート薬局研修を修了した薬剤師を配置しており、当該薬剤
師が地域ケア会議等、地域の医療・介護関係の多職種と連携する
会議に出席している薬局数（過去１年間に１回以上）

健康サポート薬局研修を修了した薬剤師を配置しており、当該薬剤
師が地域ケア会議等、地域の医療・介護関係の多職種と連携する
会議に出席している薬局数（過去１年間に１回以上）

薬学的管理・指導等

医師に対して、患者の服薬情報等を示す文書を提供した実績がある
薬局数（過去１年間に平均月１回以上）
医師に対して、患者の服薬情報等を示す文書を提供した実績がある
薬局数（過去１年間に平均月１回以上）

出典：経済・財政再生計画 改革工程表2017 改定版 参考資料 「主要分野のKPI（成果指標」（内閣府 平成29年12月21日）
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薬局機能情報提供制度の拡充とＫＰＩ
赤字：追加された項目 ：ＫＰＩ関連項目

一部を除き平成31年１月１日施行

Ⅰ．薬局の管理、運営、サービスに関する事項
（略）

Ⅱ．提供サービスや地域連携体制に関する事項
１．業務内容、提供サービス
（1）認定薬剤師の種類及び人数
（2）健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師

の人数
（3）薬局の業務内容
(ⅰ)無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
(ⅱ)一包化に係る調剤の実施の可否
(ⅲ)麻薬に係る調剤の実施の可否
(ⅳ)浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(ⅴ)薬局製剤実施の可否
(ⅵ)医療を受ける者の居宅等において行う調剤業

務の実施の可否
(ⅶ)薬剤服用歴管理の実施
イ 薬剤服用歴管理の実施の有無
ロ 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の

有無
(ⅷ)薬剤情報を記載するための手帳の交付

イ 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
ロ 薬剤情報を電磁的記録により記載するための

手帳を所持する者の対応の可否
（4）地域医療連携体制
(ⅰ)医療連携の有無

①プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無
②プロトコルに基づいた薬物治療管理（PBPM）の取

組の有無
(ⅱ)地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
(ⅲ)退院時の情報を共有する体制の有無
(ⅳ)受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する

体制の有無
(ⅴ)地域住民への啓発活動への参加の有無

２．実績、結果等に関する事項
（1）薬局の薬剤師数
（2）医療安全対策の実施
(ⅰ)副作用等に係る報告の実施件数
(ⅱ)医療安全対策に係る事業への参加の有無

（3）情報開示の体制
（4）症例を検討するための会議等の開催の有無
（5）処方せんを応需した者の数（患者数）
（6）医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務

の実施件数
（7）健康サポート薬局研修修了薬剤師が地域ケア会

議その他地域包括ケアシステムの構築のための
会議に参加した回数

（8）患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
（9）患者満足度の調査
(ⅰ)患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ)患者満足度の調査結果の提供の有無
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電子版お薬手帳、電子薬歴システムの導入
• 電子版お薬手帳を導入しているは35%であった。電子版お薬手帳の存在を知らない患者が多い

と考えられ、その存在と意義を周知していく必要がある。
• 電子薬歴は7割を超える薬局が導入しており、多くの薬局がお薬手帳と薬歴管理の電子化のい

ずれかを導入していた。

在宅対応
• 在宅業務実施のきっかけは、患者からの要望と医師からの要望によるものがそれぞれ最も多

かった。

• 在宅業務を実施していない理由は、薬剤師の人員不足が最も多く、ついで「患者や医師などに
確認したが必要性がなかった」だった。

医療機関との連携
• 72%が医療機関から患者情報の提供を受け服薬指導した経験があり、検査値や疾患名を確認し

て服薬指導をした際の効果は、「患者に合わせた服薬指導が可能」が最も多く、ついで「処方監
査を行う際の視点が増える」、「副作用の発見につながる」だった。

• 退院時カンファレンスの参加や情報共有体制ありは24%であり、入院中と退院後の服薬情報の
継続性が乏しい結果になった。

健康サポート薬局届出
• 届出済は3%で、届出予定がある薬局は４割を超えていた。
• 制度開始からまだ日が浅く、今後の改善が期待される。

かかりつけ薬剤師・薬局の機能調査結果

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 28

平成３０年度 健康サポート薬局研修 開催予定一覧
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研修項目 時間数
当会の

研修実施方法

技能習得型
研修
（集合研修）

健康サポート薬局の基本理念 1
【健康サポートのための多職
種連携研修会】
（研修会Ａ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施

地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の
対応
（注︓自らが勤務する薬局が所在する地域の地域包括
ケアシステム係る研修を受講すること）

3

薬局利⽤者の状態把握と対応 4

【健康サポートのための薬剤
師の対応研修会】
（研修会Ｂ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施

知識習得型
研修

地域住⺠の健康維持・増進 2

e-ラーニング 22時間分
※日本薬剤師会が実施

要指導医薬品等概説 8
健康食品、食品 2
禁煙支援 2
認知症対策 1
感染対策 2
衛生用品、介護用品等 1
薬物乱用防止 1
公衆衛生 1
地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例 1
コミュニケーション⼒の向上 1

合計30時間29

日本薬剤師会・日本薬剤師会研修センターが実施する
研修の全体像

⇒ 研修修了証の発⾏︓（公財）⽇本薬剤師研修センター
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研修の状況

研修会A 研修会B

開催回数 受講証明書
発行者数

開催回数 受講証明書
発行者数

2016（H28）年度 96回 10,875名 137回 10,390名

2017（H29）年度 72回 4,628名 68回 4,119名

2018（H30）年度 62回 - 57回 -

■e-ラーニング
・受講者数：12,922名（2019/1/15時点、累積）
・受講証明書発行済数：9,988名（同上）

・このほか、2016年度みなしＢ研修会 受講証明書発行者3,000名。
・2018年度の数値は暫定値

【注】遅刻や早退で受講時間不十分やレポート提出なしの者には受講証明書を発行していない。

■研修会
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研修修了者数

31

研修修了者数は（公財）日本薬剤師研修センターのホームページで公表しています。

修了者数：6,024名（累積）
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健康サポート薬局数
全数 1,220（平成30年12月28日時点）

北海道 ６ 7 東京都 1 2 2 滋賀県 1 4 徳島県 1 7

⻘森県 １ 3 神奈川県 7 3 京都府 1 0 ⾹川県 1 4

岩⼿県 7 新潟県 2 9 ⼤阪府 1 2 8 愛媛県 １4

宮城県 １ 9 ⼭梨県 9 兵庫県 1 5 ⾼知県 6

秋⽥県 １ 9 ⻑野県 2 2 奈良県 1 0 福岡県 4 7

⼭形県 1 0 富⼭県 1 1 和歌⼭県 3 2 佐賀県 7

福島県 3 2 ⽯川県 1 4 ⿃取県 3 ⻑崎県 8

茨城県 4 0 岐⾩県 1 8 島根県 5 熊本県 3 3

栃⽊県 1 7 静岡県 2 1 岡⼭県 2 5 ⼤分県 1 8

群⾺県 2 5 愛知県 3 9 広島県 3 9 宮崎県 6

埼⽟県 5 6 三重県 1 8 ⼭⼝県 1 7 ⿅児島県 １ 6

千葉県 4 6 福井県 5 沖縄県 4
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一般用医薬品等委員会

1.「医薬品販売制度実態把握調査」の示すもの

2.医薬品販売制度に関する⾃⼰点検の実施結果

について

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 34

〇名札による専門家の区別は、全体で79.7%（前年83.2%）、特に薬
局で73.9%（83.3%）と大幅に悪化

〇要指導医薬品の購入時の本人確認：82.9%（81.0%）、文書による
情報提供：78.0%（75.8%）、第一類医薬品の文書による情報提供：
71.5%（68.2%）と若干改善したが不十分

〇濫用のおそれのある医薬品の複数購入への対応が適切：61.3%
（63.4%）と悪化

遵守できない ＝ 法令違反

○法令等の遵守
薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを遵守

して職務を遂行する。

最新の関係法令等を正しく理解して遵守することはもちろん、社会から厳しい目で見られていることを
認識するとともに、社会からの期待と社会に対する責任を意識して職務を遂行しなければならない。
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医薬品販売制度に関する自己点検

日薬業発第265号 平成30年10月23日より

©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 36日薬業発第265号 平成30年10月23日より
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薬 剤 師 行 動 規 範
薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手として、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関する権利を守る責務

を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過
観察に至るまでの業務に関わる、確固たる薬（やく）の倫理が求められる。

薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国民、医療・介護関係
者及び社会との関係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。

１．任務
薬剤師は、個人の生命、尊厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他薬

事衛生業務を適切につかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に
寄与し、もって人々の健康な生活を確保するものとする。

２．最善努力義務
薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって保健・

医療の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益のため職能の最善を尽くす。

３．法令等の遵守
薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを

遵守して職務を遂行する。

４．品位及び信用の維持と向上
薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務遂行

にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる行為をしない。

５．守秘義務
薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく

漏洩し、又は利用してはならない。

６．患者の自己決定権の尊重
薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る権利

及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。

７．差別の排除
薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって

個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。

８．生涯研鑽
薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう研鑽する

とともに、先人の業績に敬意を払い、また後進の育成に努める。

９．学術発展への寄与
薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の

創生と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。

10．職能の基準の継続的な実践と向上
薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会制

度に基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等を通じてその向上を図る。

11．多職種間の連携と協働
薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるととも

に、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。

12．医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保
薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の

経過観察 に至るまで常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に
努め、また医薬品が適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情
報提供及び指導を行う。

13．医療及び介護提供体制への貢献
薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分

に発揮し、地域や社会が求める医療及び介護提供体制の適正な推進に
貢献する。

14．国民の主体的な健康管理への支援
薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断

のもとに健康を維持、管理するセルフケアを積極的に支援する。

15．医療資源の公正な配分
薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に

考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する。

平成30年1月17日制定
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ご清聴ありがとうございました


